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景観・デザイン 
 

背景                                                                   

【各務原市景観計画について】 
○理念 

  『かかみがはら』の景観をひとりひとりが考え みんなの手でつくる 

 ・歩くことが楽しく、山や川の豊かな自然を暮らしの中で感じられるように、市全体を緑豊かな都市とみな

し、それにふさわしい都市の景観を市民ひとりひとりの手で創出することにより幸せを実感でできるよう、

本市の良好な景観の形成のための理念とする。 

○方針 
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○良好な景観の形成のための行為の制限 

建築物の高さの最高限度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成３１年４月現在
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大規模な行為に関する制限：大規模な行為（高さ２０ｍ、階数６、延べ床面積１,０００㎡を超える建築物な

ど）を行うときは、景観形成基準を守り、行為届出が必要となる。 

＜良好な景観の形成に必要な景観形成基準（建築物）＞※詳細は大規模行為景観形成ガイドラインを参照 
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○各務原市色彩ガイドラインの概要（抜粋） 

色彩指針 

＜おすすめの色と避けた方がよい色＞ 

風景区域毎に、おすすめの色と避けた方がよい色の範囲をマンセル表色系によって規定する。 

・おすすめの色 

基調色（ベースカラー）として推奨する色（おすすめの色）を規定している。従属色（アソートカラー）

としてもおすすめする。 

・避けた方がよい色 

地域の特徴を表している色彩との馴染みが悪く、地域の色彩景観から突出して周辺景観に悪影響

を与えると思われる高彩色度を、避けた方がよい色として規定している。強調色（アクセントカラー）とし

て使用することができる。 

・どちらにも属さない色 

上記のどちらにも属さない色は地域に即した色に成り得る場合も、そうでない場合もあると考えられ

る色である。したがって、使用には十分な調査検討をした上で慎重に見極める必要がある。使用可否

については、各務原市景観アドバイザーまたは各務原市景観審議会の意見を聞いたうえで色彩使用

の良否を判断するものとする。 

＜色彩構成の割合＞ 

基調色（ベースカラー）、従属色（アソートカラー）、強調色（アクセントカラー）の３つの色彩を全て用いる

場合、70：25：5 の割合（％）を基本に色彩計画を立てること。強調色の割合を基調色または従属色の割

合へ、従属色の割合を基調色の割合へ加えることができる。 

※基調色（ベースカラー）とは最も大きい面積を占め基本となる色、従属色（アソートカラー）とはベースカラーを引

き立て安定させる色、強調色（アクセントカラー）とは少面積で配色全体を引き締め彩りを与える色のことであ

る。 
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＜特例措置＞ 

良好な景観の形成に特に配慮しているものやランドマーク的なもの、既存の建築物等と一体的な色彩と

することが望まれるようなものなどは各務原市色彩ガイドラインの色彩基準の対象外とすることも可能であ

るが、この場合、あらかじめ各務原市景観アドバイザー又は各務原市景観審議会の同意を得なければなら

ない。 

木材、石などの自然素材、ガラスや金属などの素材色を活かした色彩計画とする場合は、各務原市色彩

ガイドラインの色彩基準の対象外とする。 
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○重点風景地区及び景観地区 

 ・特に重点的に良好な景観の保全・形成を行っていく地区を重点風景地区（決定３０地区＋候補地４地

区）として定めています。（令和 6 年 2 月 16 日時点） 

 ・これらの地区で建築行為などを行うときは、行為の制限がかかり、行為届出が必要になる。 

 ・また、良好な景観の形成を積極的に推進していく地区として景観地区（決定３地区）を指定している。

（令和 6 年 2 月 16 日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※出典：各務原市景観計画より抜粋（平成３０年度末時点の図） 
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisaku/1008207/1008297/1008298.html 
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【学校敷地における重点風景地区及び景観地区の指定状況について】 

学校（計 25 校）一覧 

分
類 

No. 学校名称 所在地 重点風景地区 景観地区 

中
学
校
（
８
校
） 

１ 那加中学校 那加東亜町 48 都心ルネサンス地区 － 

２ 桜丘中学校 那加不動丘 1-77 都心ルネサンス地区 － 

３ 稲羽中学校 上戸町 5-40 － － 

４ 川島中学校 川島河田町 1028-1 － － 

５ 鵜沼中学校 松が丘 2-100 － － 

６ 緑陽中学校 緑苑北 1-4 （坂祝バイパス沿線地区）＊ － 

７ 蘇原中学校 蘇原青雲町 1-10 － － 

８ 中央中学校 各務西町 4-358-1 市民会館周辺地区 － 

小
学
校
（
１
７
校
） 

１－１ 那加第一小学校 那加手力町 22-5 － － 

１－２ 那加第三小学校 那加東亜町 1-1 都心ルネサンス地区 － 

２－１ 那加第二小学校 那加雲雀町 1 都心ルネサンス地区 － 

２－２ 尾崎小学校 尾崎南町 3-2 － － 

３－１ 稲羽西小学校 大佐野町 1-233 － － 

３－２ 稲羽東小学校 前渡西町 1393 前渡西町地区 － 

４－１ 川島小学校 川島河田町 1041-3 － － 

５－１ 鵜沼第一小学校 鵜沼西町 4-179 － － 

５－２ 各務小学校 各務おがせ町 4-7 － － 

５－３ 八木山小学校 つつじが丘 1-1 － － 

６－１ 鵜沼第三小学校 新鵜沼台 4-1 都心ルネサンス地区 － 

６－２ 緑苑小学校 緑苑北 1-26 （坂祝バイパス沿線地区）＊ － 

７－１ 蘇原第一小学校 蘇原野口町 1-1 － － 

７－２ 蘇原第二小学校 蘇原沢上町 1-19 － － 

８－１ 鵜沼第二小学校 鵜沼各務原町 2-260 － － 

８－２ 陵南小学校 鵜沼大伊木町 4-425 （木曽川沿い地区）＊ － 

８－３ 中央小学校 各務西町 4-302 市民会館周辺地区 － 

＊広告物に関しての規制あり（建築物に関しての規制なし） 

 
※出典：各務原市 景観地区、重点風景地区を基に作成 

https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisaku/1008207/1008297/1008313.html 

https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisaku/1008207/1008297/1008302/index.html 
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検討内容                                                               

景観・デザインについての基本的な考え方（案） 

各務原市景観計画を遵守した学校施設の建替 

 各務原市景観計画に基づいた景観・デザインを検討する。 

 重点風景地区内での学校建替の場合は、風景形成基準における建物高さ、色彩の基準を遵

守する。 

 自然環境との親和性が求められる場合は、自然風景の稜線や眺望などに配慮した学校施設の

デザインを検討する。 

 住宅地周辺での学校建替を検討する場合は、適切な施設配置を検討し、近隣の日照やプライ

バシーなどに配慮する。 

学びの場として相応しい学校施設の景観・デザイン 

 施設の利用者にとって親しみやすく、居心地が良い景観・デザインを検討する。 

 施設の利用者が直接手を触れられる箇所には木材を積極的に活用する等、温かみのある学び

の場となるような施設計画とすることが望ましい。 
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参考資料                                                               

○重点風景地区「都心ルネサンス地区」 
対象区域を現況の土地利用状況やまち並みに配慮して「住居地区Ａ」、「住居地区Ｂ」、「商業地区」、
「公共公益施設地区」の 4 つの地区に区分して風景形成基準を設定 
・住居地区Ａ：低層住宅地 
・住居地区Ｂ：中高層住宅地 
・商業地区：都市計画で商業地域の用途指定がされているエリア 
・公共公益施設地区：市役所、公園、学校などの公共公益施設エリア 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

風景形成基準 
（１）建築物の新築、増築、改築、改造や色彩を変更するような場合 
（２）工作物・広告物等の新設や色彩を変更するような場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ※出典：「都心ルネサンス地区」風景形成基準 

https://www.city.kakamigahara.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/309/14_renaissance230621.pdf 
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○重点風景地区「市民会館周辺地区」 
現況の土地利用状況に配慮して「住居地区」、「にぎわい地区」、「緑地」、「公共公益施設地区」の 4 つ
の地区に区分して風景形成基準を設定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

風景形成基準 
（１）建築物の新築、増築、改築、改造や色彩を変更するような場合 
（２）工作物・広告物等の新設や色彩を変更するような場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

※出典：「市民会館周辺地区」風景形成基準 
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/309/16_siminkaikan230621.pdf 

重点風景地区 
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○重点風景地区「前度西町地区」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風景形成基準 

（1）建築物の新築、増築、改築、改造や色彩を変更する場合 

（2）広告物、工作物等の新設や色彩を変更する場合 
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※出典：「前度西町地区」風景形成基準 
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/311/29_maedonishi230621.pdf 


